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第１章　　昇級規定

　　Ｎ級～ＳＡ級の選手は、自己級を含み年間2回以上試合に出場する事が昇級適用の必要条件とする。

　　但し、Ｎ級・Ｅ級での昇級者は、１回の出場でも昇級後のクラスを維持できる。

※

※

　第1条 Ｄ級からＳＡ級の昇級は下記の昇級規定表及びその付則による（ボールルーム・ラテン共通）

級

　（１）Ａ級選手権の優勝３回以上の成績を収め、トップの成績と認められた組。

　（２）上記の成績と同等以上の成績を収めダンス界の発展に寄与したと認められる場合。

○（全文削除）2018.01.11

※準決勝以下の成績は、チェック数によって順位が決定されます。

※同点の場合は審議によって昇級枠が確定されます。

※小数第１位は繰り上げ

ＪＣＦ日本プロフェッショナルダンス競技連盟東部総局

アマチュアＮ級～ＳＡ級昇降級規定

　本規定はＪＣＦ東部総局アマチュアＮ級からＳＡ級昇級の公式戦に適用する

Ｄ級 即日

年度末

Ｃ級 ○自己級以上の競技会で、出場組数の上位２０％以内の成績を得た組

○出場組数の上位１０％以内の成績を２回以上得た組

　※出場組数が５０組を超える場合、５０組毎に１組即日１階級昇級する。Ｂ級選手はＡ級へ、Ｃ級

選手はＢ級へ、の様に、各持ちクラスより１階級昇級します。

年度末

↑

即日　※出場組数が５０組を超える場合、５０組毎に１組即日１階級昇級する。（Ｂ級→Ａ級に準じる。）

Ｃ級

Ｂ級

Ｂ級

　※出場組数が２４組を超える上級競技会の準決勝はＢ級競技会の上位１０％の成績扱いとする。

　※出場組数が２４組を超える上級競技会の準決勝はＣ級競技会の上位２０％の成績扱いとする。

↑

○出場組数の上位２０％以内の成績を２回以上得た組

↑

○自己級以上の競技会で、出場組数の上位１０％以内の成績を得た組。（小数第１位は繰り上げ）

１大会のうち２セクション以上出場は２回とみなします。（例：１大会でＤ級ボールルーム選手がＤ級ボールルームとＣ

級ボールルームに出場した場合、２回出場とみなします。１大会でＤ級選手がＤ級ボールルームとＣ級ラテンに出場し

ても、各１回出場です）。出場回数は、ボールルーム、ラテン別々にカウントします。

SA級

Ａ級

即日

随時

Ｎ級・Ｅ級の競技選手で上級競技会に挑戦しようとする者は、それ以前に１度は、自己級の競技会に出なければなら

ない。同日開催の競技順は、問わない。

摘要 昇級時期

昇級規定表

年度末



　第２条 Ｅ級ボールルームからＤ級ボールルームへの昇級規定は以下の通りとする（即日昇級のみ）

Ｅ級以上の競技会において出場組数の上位３０％までの成績を得た組は即日昇級します。

※小数第１位は繰り上げ

　第３条 Ｅ級ラテンからＤ級ラテンの昇級規定は以下の通りとする（即日昇級のみ）

Ｅ級以上の競技会において出場組数の上位５０％までの成績を得た組は即日昇級します。

※小数第１位は繰り上げ

　第４条 ノービスボールルームの昇級規定は以下の通りとする（即日昇級のみ）

Ｎ級以上の競技会において出場組数の上位３０％までの成績を得た組は即日昇級します。

※昇級時に級をＤ級にするかＥ級にするかを選択することができます。

※小数第１位は繰り上げ

　第５条 ノービスラテンの昇級規定は以下の通りとする（即日昇級のみ）

Ｎ級以上の競技会において出場組数の上位５０％までの成績を得た組は即日昇級します。

※昇級時に級をＤ級にするかＥ級にするかを選択することができます。

※小数第１位は繰り上げ

第２章　　降級規定（即日昇級した場合、スライド登録をした場合は、次年度より適用）

　　スタンダード、ラテン共に年度内に２回以上出場し下記の条件を満たさないと降級する。

　　但し、自己級以上に６回以上出場した場合は降級しない。

　第１条　　ＳＡ級からＣ級の降級規定は下記の表及び注意による。

級

ＳＡ級 降級しない。但し引退を勧告される

Ａ級

↓

Ｂ級

Ｂ級

↓

Ｃ級

Ｃ級

↓

Ｄ級

※ ＳＡ級の引退について

年度内に選手権の６位以上に１度以上入賞しない場合、引退勧告される。

ＳＡ級選手として相応しくない振る舞いがあった場合、審議により引退勧告される。

※ 海外留学・海外出張者などの降級について

長期不在者については、事前の申請があれば、年度末の昇降級会議において、

降級規定を適用しないことがある。

年度末

摘要 降級時期

年度末

出場組数

年度末

１競技会年度を通じて、2回以上試合に出場し、自己級及び上級競技会で１度も第1予選を通過しない

場合降級する。但し、自己級以上の試合に年6回以上出場した場合は降級しない。

１競技会年度を通じて、2回以上試合に出場し、準決勝以上に入賞できない場合は降

級する。但し、Ａ級競技会（選手権）に年6回以上出場した場合は降級しない。

１競技会年度を通じて、2回以上試合に出場し、１度もＡ級競技会で出場組数の５０％

以内（小数第1位繰り上げ）の成績を得られない場合は降級する。但し、Ａ級競技会

（選手権）に年6回以上出場した場合は降級しない。

１競技会年度を通じて、2回以上試合に出場し、自己級及び上級競技会の最終予選

（３次予選以上）に１度も入らない場合降級する。但し、ＢないしＡ級競技会（選手権）

にに年6回以上出場した場合は降級しない。

１競技会年度を通じて、2回以上試合に出場し、１度もＢ級競技会で出場組数の４

０％以内（小数第1位繰り上げ）の成績を得られない場合は降級する。但し、Ｂないし

Ａ級競技会（選手権）に年6回以上出場した場合は降級しない。

出場組数24組

以上

出場組数23組

以下の場合

出場組数48組

以上

出場組数47組

以下の場合



　第２条　Ｄ級（ボールルーム、ラテン共通）

Ｄ級の降級規定は以下の表及び注意による。

級

Ｄ級

↓

Ｅ級

○ 尚、各級（Ａ級からＤ級まで）において当年度、即日昇級した組及びスライド登録した組の降級規定適用は

翌年度よりとする。

第３章　　付　則

　第１条　競技会

本規定の「競技会」はＪＣＦ東部総局の認定の公式戦を示す。

　第２条　競技年度

本規定の１競技年度は、毎年１月１日から１２月３１日とする。

　第３条　予選に関する特例

出場組数９６組以上で予選が４回以上ある試合の最終予選（～２４組）は、準決勝扱いとする。

最終予選（～２４組）の前の予選（～４８組）は、最終予選扱いとする。

尚、リダンスについては予選の数として数えない。但し、フリーパスの場合は予選の数として数える。

　第４条　出産者の特別措置

出産のために試合出場かできなかったことが認められた場合は、降級対象としない。

この場合、本人が文章により産休届けを提出しなければならない。

　第５条　出場組数

出場組数とはエントリー数ではなく、実際に該当試合に出場した組数とする。

　第６条　ＪＣＦ全日本ダンス選手権大会（ＪＣＦ　ＣＵＰ）の優待選手の条件

Ａ．前年度全日本ダンス選手権大会に出場

Ｂ．当年度武道館大会で開催されるギャラクシーマスターズ選手権に出場

Ｃ．上記Ａ・Ｂ　大会のほか、東部総局主催のＡ級選手権に３回以上出場

◆上記Ａ・Ｂの選手権大会両方共決勝進出した組でＣの条件を満たした場合

　第７条       その他

(1)   ノ―ビス級競技会はベーシックフィガーのみ使用可。但しフィガーの組み合わせについては
　　　全く自由とする。

(2)   Ｄ級以上の競技会はフィガー制限なし。
(3)   Ｄ級以上の選手はＤ級以上の競技会に出場出来る。
(4)  Ｅ級、Ｎ級の選手はＣ級までの競技会に出場する事が出来る。

　第８条       適用開始

以上の規定は２０１５年３月１日より適用する。

改定記録

　平成１８年１２月３１日

Ａ級への昇級を見直した。Ｂ級への即日昇級を見直した。Ｃ級の即日昇級を見直した。

降級適用を見直した。

　平成１９年１２月３１日

各級の昇級および降級について見直した。

　平成２０年１月４日

年度末昇級について分かりやすくした。

　平成２０年３月４日

D級の降級について分かりやすくした。

　平成２０年４月２日

第3章第3条の96組以上の試合の予選の取扱いについて分かりやすくした。

　平成２０年１２月１日

２回出場のうち１回は自己級に出場することを義務とした。同一大会での2回出場の定義を明確にした。

第2章　降級しない年間出場回数を４回から6回とした。　第3章　第6条を追記 した。

　平成２１年１月２９日

ノービスの昇級をより明確とした(即日昇級)。

１競技会年度を通じて、2回以上試合に出場し、自己級及び上級競技会で１度も第1予選を通過しない

場合降級する。但し、Ｅ級及びＮ級から即日昇級した組は翌年度より適用される。自己級以上の試合

に年6回以上出場した場合は降級しない。

年度末

降級時期摘要



　平成２３年１月１１日

昇級に関する人数枠をなくし、より明確にした。

　平成２４年７月１１日

第7条（4）を追加。Ｅ級及びN級の出場可能クラスを増やしました。

　平成２６年２月１１日

Ｅ級・Ｎ級の昇降級規定の明確化。５０組以上出場コンペの特別昇級の明確化。

呼称の変更（スタンダード→ボールルーム）。

D級の昇降級について上級競技会での昇級を見直した（簡素化）。

平成30年より適用。

平成30年1月11日


